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少
額
投
資
非
課
税
制
度
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
は
株
式
や
投
資
信
託
へ
の
投
資
で
得
ら
れ
た
利
益
に
つ
い
て
非
課
税
と
す
る
制
度
で

あ
り
、
本
年
一
月
に
は
、
年
間
投
資
枠
・
非
課
税
保
有
限
度
額
が
拡
大
し
、
非
課
税
保
有
期
間
や
口
座
開
設
期
間
が
無
期
限

化
・
恒
久
化
し
た
新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
が
開
始
さ
れ
た
。
資
産
運
用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
、
税
制
を
優
遇
す
る

こ
と
に
よ
り
投
資
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
導
入
の
狙
い
と
さ
れ
て
い
る
。
金
融
庁
の
令
和
六
年
三
月
末
時
点
で
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口

座
の
利
用
状
況
調
査
に
よ
る
と
、
全
体
で
買
付
金
額
が
六
兆
円
規
模
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
あ
る
が
、
現
行
制
度

で
は
国
内
株
式
と
外
国
株
式
に
つ
い
て
同
一
基
準
で
の
運
用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
日
本
株
式
も
外
国
株
式
も
同
じ
優
遇
措
置
が

な
さ
れ
て
い
る
。 

 

今
後
さ
ら
な
る
規
模
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
日
本
株
式
と
外
国
株
式
が
同
じ
土
俵
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
株
式
の
比

率
か
ら
日
本
の
金
融
市
場
に
つ
い
て
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
以
下
、
政
府
の
見
解

を
問
う
。 

一 

金
融
庁
の
令
和
六
年
三
月
末
時
点
で
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
の
利
用
状
況
調
査
に
よ
る
と
投
資
信
託
の
買
付
金
額
は
三
兆
五
千

億
円
規
模
と
な
っ
て
い
る
が
、
証
券
会
社
の
独
自
調
査
で
は
八
割
が
外
国
株
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
真
偽
を
明
ら
か
に
さ



 

２ 

 

れ
た
い
。
ま
た
、
令
和
六
年
三
月
時
点
で
の
投
資
信
託
に
お
け
る
国
内
株
式
と
海
外
株
式
の
買
付
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

二 

前
項
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
将
来
の
第
一
次
所
得
収
支
の
拡
大
に
貢
献
す
る
面
は
否
定
で
き
な
い
が
、
国
内
の
金

融
商
品
取
引
市
場
の
魅
力
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
強
く
抱
く
と
い
う
面
の
方
が
よ
り
強
い
印

象
を
受
け
る
。
政
府
と
し
て
も
、
国
内
の
金
融
商
品
取
引
市
場
の
魅
力
向
上
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
施
策
を
実
施
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
施
策
が
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
よ
り
、
日
本
銀
行
は
、
指
数
連
動
型
上
場
投
資
信
託
受
益
権
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
買
い
入
れ
を
行
っ
て

き
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
十
五
年
四
月
の
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
の
導
入
に
よ
り
日
本
銀
行
に
よ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
購
入
額
は
飛

躍
的
に
拡
大
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
銀
行
に
よ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
購
入
は
令
和
六
年
三
月
終
了
し
た
。
令
和
六
年
四
月
の
日
本
放
送

協
会
の
報
道
に
よ
る
と
、
日
本
銀
行
が
保
有
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
時
価
換
算
す
る
と
約
七
十
四
兆
円
の
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
今
後
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
さ
ら
な
る
普
及
と
定
着
に
向
け
て
、
日
本
銀
行
が
保
有
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
公
募
売
出

し
、
同
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
購
入
分
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
非
課
税
枠
の
創
出
な
ど
、
金
融
商
品
へ
の
投
資
を
推
進
す
る
施
策
を
検
討

す
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。 
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右
質
問
す
る
。 


